
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 条 例

の あ ら ま し  

 

１  個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律（ 以 下「 法 」と い う 。）の 改 正 に 伴 い 、

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 個 人 情 報 保 護 条 例 の 全 部 を 改 正 し 、 法 に よ り 条 例

に委 任 された事 項 その他 の法 の施 行 に関 して必 要 な事 項 を規 定 します。  

 

２  題 名 を大 阪 広 域 水 道 企 業 団 個 人 情 報 の保 護 に関 する法 律 施 行 条 例 に

改 正 し ま す 。  

 

３  こ の 条 例 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し ま す 。  

 


